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第２期野田市障害福祉計画（素案）に対する意見募集の結果について 

 

パブリックコメント手続によって皆さんからお寄せいただいたご意見と、市

の考え方を紹介します。 
 
１ 計画等の名称 
第 2期野田市障害福祉計画（素案） 

 
２ 意見募集の概要 
（１）計画等の案の公表日（意見募集期間） 

平成２１年 1月７日（水）から平成２１年２月６日（金）まで 
 
（２）募集結果 

①提出者数・意見数 5人・16件 
②提出方法 
直接持参  3人・14件 
郵送    0人 
FAX    1人・1件 
Eメール   1人・1件 

③計画に反映された意見数 
      3件 

 
３．ご意見と市の考え方 

 意見の概要 市の考え方 案の修正 
Ⅲ 障害福祉サービスの提供を通じて目指す平成 23 年度目標 

2 地域生活へ移行する入院精神障害者の数 
1 入院精神障害者の地域移行

を促進するには、住まいの確

保を始め、在宅生活を支える

仕組みの強化、相談体制が必

要であるが、それらとともに

地域住民への啓発活動にも取

組むべきである。 

市としても同様な考えを持

っており、地域生活への移行

を 着実に推進するため、素案
11ページのとおり、県と連携
して精神障害者地域移行支援

特別対策事業に取り組むこと

とし、受皿となるグループホ

ーム等の質的量的拡充を図

り、併せて相談支援事業等の

推進に努めることとしており

ます。 
また、障害者基本計画にお

いても、具体的な施策として

啓発の推進に取り組むことと

しております。 
以上のことから素案の修正

はしません。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P11）

2 地域移行型ホームで社会復

帰訓練をすることで自立を促

 市としても同様な考えを持

っており、素案 12ページのと
無し 
（素案に
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進させ地域につながる施設の

整備について働きかけると記

述すべきである。 

おり、段階的に地域移行を進

める手段として地域移行型ホ

ームの設置についても併せて

働きかけるとしており、そこ

で自立の促進に寄与できるも

のと考えています。 
 このため素案の修正はしま

せん。 

盛り込み

済、P12）

3 地域移行後の金銭面での負

担軽減を図るため、既に実施

しているグループホーム等利

用者に対する家賃補助制度の

記述を追加するべきである。 

 当該事業については、既に

実施しており、素案 20ページ
のとおり、居住系サービス提

供への取組として、家賃補助

を行い、引き続き支援するこ

ととしています。 
 このため素案の修正はしま

せん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P20）

4 地域生活へ移行した後は、

金銭管理や服薬管理が重要で

あることからホームヘルプサ

ービス及び精神科の訪問看護

を充実させるべきである。 

 市としても同様な考えを持

っており、素案 16ページのと
おり、ホームヘルパー養成に

努め、資質の向上を図るとと

もに、介護保険との連携を図

るとしています。また、訪問

看護が事業の一つとして例示

されている精神障害者地域移

行支援特別対策事業につい

て、11ページのとおり県と連
携し取り組むこととしていま

す。 
 このため素案の修正はしま

せん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P11 
P16） 

5 入院患者を社会復帰させ、

自立に結びつけるのは重要な

ことだが、なかには精神症状

などから自立は困難と思われ

る障害者もいるのではない

か。 

素案 11ページのとおり、医
療的には退院可能であるが就

労や居住の場等の確保の支援

が受けられないため退院でき

ない精神障害者もいることか

ら、グループホーム等の受皿

を整備することで退院を促進

し解消しようとするもので

す。 
このため素案の修正はしま

せん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P11）

3 一般就労へ移行する福祉施設利用者の数 
6 一般就労の機会を増やすた

め、市役所や図書館等におい

て職場実習の機会の提供を行

うべきである。 

市としても同様な考えを持

っており、市では、関係機関

と連携しゆめあぐり野田を活

用し職場実習に取り組んでい

るほか、市役所や欅のホール

無し 
（素案に

盛り込み

済、P14）
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等に障害者が従事する喫茶室

や斎場売店等を設けており、

今後もこれらを活用し就労機

会の場の確保を図ります。 
また、障害者総合相談・就

労支援センターの就労支援へ

の取組を推進しますとしてい

ます。 
このため素案の修正はしま

せん。 
7 就労支援センターにジョブ

コーチを設置し、障害者を雇

用している側が相談したいと

きに、気軽にかつ迅速に対応

できるようにして欲しい。 

障害者総合相談・就労支援

センターの所属職員がジョブ

コーチ講習を修了し、当該機

関が発行する資格証を取得し

ています。障害者または雇用

する側に対する就労支援は、

重要な施策ですので、PRし、
センターの取組を推進してま

いります。 
このため案の修正はしませ

ん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P13）

8/ 昨今の経済状況においては

健常者であっても就労が難し

く、障害者はさらに厳しいと

思われるが、自立した生活が

送れるようこの取組について

は最大限の努力をするべきで

ある。 

 市としても同様な考えを持

っており、素案 18ページのと
おり、障害者総合相談・就労

支援センターが中心となり関

係機関と連携し取り組むこと

としています。 
 このため素案の修正はしま

せん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P13）

Ⅳ 指定障害福祉サービス又は指定相談支援事業の必要な量の見込み 

1 訪問系サービス 
9 入院精神障害者が地域生活

へ移行した際に利用する人数

と時間を計画値に見込んでほ

しい。 

 サービスの見込量について

は、支給決定者数や利用時間

を踏まえた見込量としていま

す。実際のサービス利用に当

たっては、利用者の意向を十

分に聴取し支給を決定しま

す。 
 このため素案の修正はしま

せん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P15）

3 その他の日中活動系サービス 
10 精神障害者が利用できる短

期入所施設が市内に無く、利

用したくてもできないことが

多いので、整備について関係

機関に働きかけるとともに、

ケアホーム等でも短期入所を

現在、地域生活を希望する

知的障害者及び精神障害者を

対象として、グループホーム

等の空き部屋等を活用し訓練

を行う「地域生活体験事業」

を実施しています。グループ

有り 
（一部修

正） 
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利用できるようにするべきで

ある。 
ホームにおける短期入所は、

制度の動向を踏まえ今後検討

します。 
なお、入院精神患者の地域

移行の受皿として居住系サー

ビスの計画値を再度検討し修

正しました。 
Ⅴ 地域生活支援事業の必要な量の見込み 

（5）地域活動支援センター 
11 市内にⅠ型が無いことか

ら、Ⅱ型及びⅢ型が積極的に

啓発活動を行うべきであり、

事業内容に素案に記載のほ

か、社会との交流促進、障害

に対する理解啓発、自立と生

きがいを高める事業を行うこ

とを明記するべきである。 

 地域活動支援センターは、

設置運営基準等において、ご

意見にある事業を行うことと

されており、また、自立支援

法施行規則においても、市町

村事業として障害者が自立し

た日常生活を営む支援を図る

とされていますので明記すべ

きとご意見いただいたことに

ついては記載していません

が、市では、素案 26ページの
事業実施の取組についてのと

おり、安定的な運営が図られ

るよう支援します。 
 このため素案の修正はしま

せん。 

無し 
（素案に

盛り込み

済、P25）

12 計画値では、市内利用者数

を 51人と見込んでいるが、各
センターの定員数で見込むべ

きである。 

 ご意見の趣旨を踏まえて、

修正します。 
 

有り 

その他計画に関すること 
13 資料の手帳所持者数等につ

いて、自立支援医療（精神通

院）の受給者数及び年代別状

況を明記するべき。また精神

保健福祉手帳の年代別等級を

明記するべき。 

 ご意見の趣旨を踏まえて、

他の障害とのバランスを考慮

し、年齢区分を設けるよう修

正し、自立支援医療受給者数

については今後の検討課題と

させていただきます。 

有り 
（一部修

正） 

14 障害福祉サービスの従事者

は、重労働にも関わらず賃金

が安いため、生活が成り立た

ないと聞く。これら従事者に

対し、仕事に見合った報酬を

支払うべきである。 

 本計画は、障害者自立支援

法に基づく障害福祉サービス

等の円滑な確保を目的とした

計画ですので、報酬について

は記載しませんが、臨時特例

交付金事業により、福祉・介

護人材の緊急確保措置が講じ

られ、また、サービスの質向

上、事業者の経営基盤の安定

を図るため報酬改定が行われ

る予定です。 

無し 
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15 失語症の人達で自主的に集

まり訓練しているが、その場

に言語療法の専門家やボラン

ティアの参加を希望する。 

 本計画は、障害者自立支援

法に基づく障害福祉サービス

等の円滑な確保を目的とした

計画ですので、ボランティア

の参加等については記載しま

せんが、ご意見については、

障害者基本計画に沿って事業

を推進する中で、ボランティ

アの活用について参考にさせ

ていただきます。 

無し 
（今後の

参考） 

16 現在、野田市内に特別支援

学級のある学校は限られてい

るが、兄弟がいる場合、近所

との交流や送迎の負担を考え

ると各学校に設けるべきと思

う。 
各校に特別支援学級があれ

ば通級しながらその子にとっ

て最善の教育が受けられると

考える。 

 本計画は、障害者自立支援

法に基づく障害福祉サービス

等の円滑な確保を目的とした

計画ですので、特別支援学級

については記載しませんが、

障害者基本計画において、一

人一人の障害の特性に応じた

教育が行われるよう対応を図

るとしております。 
 今年度の特別支援学級は 10
校に設置され 17学級となって
います。来年度には 13校・20
学級と拡大される見込みです。 

無し 
（今後の

参考） 

 


